
※この法令は廃止されています。

平成十六年総務省・財務省令第一号

国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令

独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律（平成十四年法律第百三十四号）の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法（平成

十一年法律第百三号）第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条並びに第

三十四条第一項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）を実施するため、独立

行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令を次のように定める。

（業務方法書の記載事項）

第一条　国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）の行う国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百

六十二号。以下「機構法」という。）第十四条第二項第四号に掲げる業務（特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十

五号。以下「通信・放送開発法」という。）第六条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。

以下「通信・放送開発金融関連業務」という。）に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第二十

八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一　通信・放送開発金融関連業務に関する事項

二　その他機構の通信・放送開発金融関連業務の執行に関して必要な事項

（中長期計画の認可の申請）

第二条　機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る中長期計画（以下この条、第四条第一

項、第五条第一項及び第六条第一項において単に「中長期計画」という。）の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請

書を、当該中長期計画の 初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

２　機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び

その理由を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

（中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項）

第三条　機構の通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項

は、次のとおりとする。

一　機構法第十七条第一項（同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）の規定による積立金の使途（通信・放送開発金

融関連業務に係るものに限る。）

二　その他機構の通信・放送開発金融関連業務の運営に関し必要な事項

（年度計画の記載事項等）

第四条　機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた

事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

２　機構は、年度計画（通信・放送開発金融関連業務に係るものに限る。次条第一項及び第六条第一項において同じ。）を変更したときは、

通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載し

た届出書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

（業務実績等報告書）

第五条　機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書

及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。

事業年度における通信・放送開発金融関連

業務に係る業務の実績及び当該実績につい

て自ら評価を行った結果を明らかにした報

告書

当該事業

年度にお

ける年度

計画に定

めた項目

一　当該事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績（当該項目

が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次の

イからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次

のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）

イ　中長期計画及び年度計画の実施状況

ロ　当該事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況

ハ　当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及

び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度の

当該指標の数値

ニ　当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎事業年度

の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二　当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係

るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次

のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）

イ　通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由

ロ　通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当

該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ　過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうちそ

の実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

中長期目標の期間の終了時に見込まれる中

長期目標の期間における通信・放送開発金

融関連業務に係る業務の実績及び当該実績

について自ら評価を行った結果を明らかに

する報告書

中長期計

画に定め

た項目

一　中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における通信・放送開

発金融関連業務に係る業務の実績（当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号

に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号ま

でに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかに

したものに限る。）

イ　中長期目標及び中長期計画の実施状況

ロ　当該期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況

ハ　当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及

び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値

ニ　当該期間における毎事業年度の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財

務情報及び人員に関する情報
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二　当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係

るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次

のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）

イ　通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由

ロ　通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当

該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ　過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうちそ

の実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

中長期目標の期間における通信・放送開発

金融関連業務に係る業務の実績及び当該実

績について自ら評価を行った結果を明らか

にする報告書

中長期計

画に定め

た項目

一　中長期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績（当該

項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には

次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に

は次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）

イ　中長期目標及び中長期計画の実施状況

ロ　当該期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況

ハ　当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及

び当該期間における毎事業年度の当該指標の数値

ニ　当該期間における毎事業年度の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財

務情報及び人員に関する情報

二　当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係

るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次

のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）

イ　通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由

ロ　通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当

該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ　過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうちそ

の実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

２　機構は、前項に規定する報告書を総務大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適

切な方法により公表するものとする。

（ 初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書）

第六条　機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、同条第二項に規定する 初の国立研究

開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間（以下この条において単に「期

間」という。）に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係る

ものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績（当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係る

ものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる

事項を明らかにしたものに限る。）

イ　期間における中長期計画及び年度計画の実施状況

ロ　期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営の状況

ハ　当該項目に通信・放送開発金融関連業務に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値

ニ　期間における毎事業年度の当該項目の通信・放送開発金融関連業務に係る財務情報及び人員に関する情報

二　前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果（次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。）

イ　通信・放送開発金融関連業務に係る評定及び当該評定を付した理由

ロ　通信・放送開発金融関連業務に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

ハ　過去の報告書に記載された通信・放送開発金融関連業務に係る改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場

合には、その実施状況

２　機構は、前項に規定する報告書を総務大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適

切な方法により公表するものとする。

第七条　削除

（業務の委託の認可の申請）

第八条　機構は、通信・放送開発金融関連業務（債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。）に関し、機構法第

十五条第一項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

一　委託しようとする当該業務の内容

二　当該業務を委託しようとする理由

三　当該業務を委託しようとする金融機関の名称及び住所

（立入検査をする職員の身分を示す証明書）

第九条　通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第六十四条第二項の証明書は、別記様式第一による。

２　機構法第二十条第二項の証明書は、別記様式第二による。
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別記様式第一（第９条関係）

別記様式第一（第9条関係）（令元総省財令2・一部改正）（表面）第号独立行政法人通則法第64条第2項の検査員証官職氏名年月日交付総務大臣印財務大臣印（裏面）独立行政法人通則法抜粋（報告及び検査）第64条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。第70条第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。（日本産業規格A列7番）  
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別記様式第二（第９条関係）

別記様式第二（第9条関係）（平18総省財令3・全改、平27総省財令2・令元総省財令2・一部改正）（表面）第号国立研究開発法人情報通信研究機構法第20条第2項の検査員証官職氏名年月日交付総務大臣印財務大臣印（裏面）国立研究開発法人情報通信研究機構法抜粋（報告及び検査）第20条総務大臣又は財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。第25条第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。（日本産業規格A列7番）  
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附　則

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

（業務方法書の記載事項に関する経過措置）

第二条　機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構法

附則第八条第五項に規定する業務（通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。）に関する

事項とする。

（業務方法書の記載事項等の特例）

第三条　前条に規定する業務が行われる場合には、第一条第二号、第二条から第六条まで、第八条及び第九条中「通信・放送開発金融関連

業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務及び機構法附則第八条第五項に規定する業務（通信・放送開発法附則第五条第一項第

一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。）」とする。

附　則　（平成一八年三月三一日総務省・財務省令第三号）

この省令は、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年三月三一日総務省・財務省令第二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（以下「通則法改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日）

から施行する。

（経過措置）

第二条　通則法改正法附則第八条第一項の規定により通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が通則

法改正法による改正後の独立行政法人通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合における第

一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令

第五条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について

自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を

改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）による改正前の通則法（以下この表において「旧通則法」という。）第二十九条第二項第

三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から

第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間

における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長

期目標の期間における通信・放送開発金融関連業務に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書

の項中「通則法第三十五条の四第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」

とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号」とあるのは「旧通則法第二十九条

第二項第二号から第五号」とする。

附　則　（平成二七年四月二四日総務省・財務省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年五月三一日総務省・財務省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一一月一日総務省・財務省令第五号）

この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律（平成三十年法律第二十四号）の施行の

日から施行する。

附　則　（令和元年六月二八日総務省・財務省令第二号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和六年三月二二日総務省・財務省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和六年

四月一日）から施行する。

（国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令の廃止に伴う経過措置）

第二条　改正法附則第三条第二項の規定により国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）が行う同項に規定する業務に

ついては、この省令の本則の規定による廃止前の国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る

業務運営に関する省令（以下この条において「旧業務運営省令」という。）の規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。この場

合において、旧業務運営省令本則中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは「出資継続業務」と、旧業務運営省令第一条中「国立研

究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。）第十四条第二項第四号に掲げる業務（特定通

信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。）第六条第一項第一号、第二号及び第四

号」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律（令和五年法律第八十七号。以下「改正法」という。）

による改正前の国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号。以下「旧機構法」という。）第十四条第二項第四

号に掲げる業務（改正法による廃止前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号）第六条第一項第二号」と、旧

業務運営省令第三条第一号及び第八条並びに第九条第二項中「機構法」とあるのは「旧機構法」と、旧業務運営省令第八条中「債務の保

証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定」とあるのは「出資の決定」と、旧業務運営省令別記様式第二中「国立研究開発法人

情報通信研究機構法」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律（令和五年法律第八十七号）による

改正前の国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）」とする。
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